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 この試験は、介護保険法（平成9年法律第123号）第69条の2第１項の規定に基づいて行われる

ものです。 

１ 介護支援専門員の養成について 

（１）介護支援専門員について 

  ① 要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況等に応じた適切な居宅サービ 

      ス又は施設サービス等を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設  

等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助 

に関する専門的知識及び技術を有するものとして法令で定める者をいいます。 

  ② 介護保険施設（指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型

医療施設）、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護、地域密着型介護老人福

祉施設、小規模多機能型居宅介護の事業者、看護小規模多機能型居宅介護の事業者並びに居

宅介護支援事業者（ケアプラン作成機関）等は、介護支援専門員を配置しなければなりませ

ん。 

 

（２）介護支援専門員の養成の流れについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護支援専門員資格登録者の申請により、都道府県において専門員証を交付（有効期間は５年） 

 

受験資格：保健・医療・福祉に係る法定資格保有者及び別に定める相談援助業務に従事する

者で、合計5年以上かつ900日以上の実務経験を有する者 

 

目  的：実務研修が受講できる専門的知識の有無を確認する 

内  容：介護保険制度、要介護認定、居宅サービス計画等に関する知識等 

実施主体：都道府県（試験問題作成事務に関しては厚生労働大臣の登録を受けた法人、それ

以外の事務に関しては都道府県知事が指定する法人が行うこともある） 

 

内  容：要介護認定、介護支援サービス（ケアマネジメント）、給付管理等 

方  法：講義・演習・実習形式 

実施主体：都道府県または都道府県知事が指定する法人 

 

実務研修修了者を対象に、申請により、都道府県において介護支援専門員資格登録簿に登録 

介護保険施設または居宅介護支援事業者等において介護サービス計画作成等に従事 
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 介護支援専門員実務研修受講試験は、厚生労働省の定めるところにより実施するもので、その定め等に変更があった

場合は、ご案内の内容に変更が生じるとともに、追加の書類提出を求める場合等があります。 
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